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第６章の１ 

 

(8) その他農業の担い手の確

保・育成に関する事項 

   (4)から(7)までに掲げる

事項のほか、「第３章 農

業振興の方向」の「２ 農

業振興施策の基本方針」、

「第４章 農業振興施策の

展開」の「２ 多様な担い

手の確保・育成」及び「３ 

魅力ある農業経営の支援と

地産地消の推進」に掲げる

各種取組などを通じて、市

の農業の将来を担う幅広い

人材の確保・育成を図りま

す。 

＊＊また、市は、農業を担う

多様な人材の確保に向けて、

「第５章計画の実現に向け

て」に基づき、本計画の推

進の主体として、必要な情

報収集を行うとともに関係

者や関係機関それぞれの役

割分担の調整や連携・協力

を図り、必要な取組・支援

などを行います。 

(9) 農業経営基盤強化促進事

業に関する事項 

 

＊＊市内の農地は全て市街化

区域内に存在することから、

本事業は該当しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 農業経営基盤強化促進事

業及び農地利用集積円滑化

事業に関する事項 

＊＊市内の農地は全て市街化

区域内に存在することから、

本事業は該当しません。 

 


